
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  海外慰安旅行                       

Ｑ：今期は業績がいいので、海外へ慰安旅

行に行こうと思っています。給与課税されな

い要件があるそうですが、どのようになって

いるのですか？                                      

                                              

Ａ：次のようになっています。 

【解説】 

会社が従業員のレクリエーションのために

社会通念上一般的に行われていると認められ

る会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費

用を負担する場合、これらの費用は福利厚生

費用となり、原則として従業員の給与として

課税する必要はありません。 

 ところで、お尋ねのように海外へ慰安旅行

行く場合ですが、給与として課税されていた

時期もありましたが、現在は、次の要件を満

たしており、金額も多額でなく妥当な範囲内

であれば、社会通念上一般的に行われる慰安

旅行とみなされ、福利厚生費用として取り扱

われることとされています。 

（１）旅行期間が４泊５日（海外の場合は目  

   的地の滞在日数） 

（２）全従業員の５０％以上が参加 

なお、海外慰安旅行に参加しなかった者に

対して金銭を支給した場合には、不参加者だ

けでなく参加者についても、その不参加者に

支給した金銭に相当する金額が給与課税され

ることとなっていますので注意してください。 
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